
 

 

〜国⼟交通省･住宅ストック循環⽀援事業〜 

※次のすべての⽤件を満たす事が条件となります。 
・⾃ら居住する住宅について施⼯者に⼯事発注してエコリフォームを実施すること。 
・エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。 ・事業者登録した⽇以降に⼯事着⼿すること。 

①開⼝部の断熱改修 
ガラス交換・内窓設置・外窓設置・ドア交換 

②外壁・屋根・天井⼜は床の断熱改修 
③設備エコ改修 

エコ住宅設備のうち 3 種類以上を設置する⼯事 
＜エコ住宅設備＞ 
太陽光利⽤システム、節⽔型トイレ、⾼断熱浴槽、 
⾼効率給湯器、節湯⽔栓 

+左記①〜③のいずれかと併せて 
実施する以下の改修⼯事も対象 

Ａ.バリアフリー改修  
 (⼿すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張) 
Ｂ.エコ住宅設備の設置 
（事務局に登録された商品を使うこと） 
Ｃ.⽊造住宅の劣化対策⼯事 
（リフォーム瑕疵保険に加⼊するもの 

が対象） 
Ｄ.耐震改修 
Ｅ.リフォーム瑕疵保険への加⼊ 

 住宅の≪エコリフォーム≫  補助⾦限度額 

30 万円/⼾（※耐震改修を⾏う場合は 45 万円/⼾） 

対象⼯事 ①〜③のいずれか１つが必須、かつ①〜③の補助額の合計が 5 万円以上。事務局に登録さ
れた商品を使うこと。原則として国の他の補助⾦制度との併⽤は不可。 

※「住宅のエコリフォーム」「良質な既存住宅の購⼊」の申請受付が延⻑されました。「エコ住宅の建替え」受付は 6 ⽉ 30 ⽇で終了しました。 
補助⾦交付申請期間︓2017 年 8 ⽉ 1 ⽇〜9 ⽉ 7 ⽇ 

⾦額は全て補助額です。 

※断熱材を規定量以上使⽤する⼯事が対象。⾦額は全て補助額です、下段( )書きは部分断熱の場合の補助額。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 エコ住宅への建替について 

※次の要件をすべて満たす住宅の建替えが対象。 
 ・耐震性を有しない住宅等を除却した者(平成 27 年 10 ⽉ 11 ⽇以前に除却したものは除く。) 
  ⼜は除却する者が、⾃⼰居住⽤の住宅として、エコ住宅を建築するものであること。 
 ・事業者登録を⾏った⽇以降に、エコ住宅の建築⼯事に着⼿するものであること。 

補助⾦限度額 

５0 万円/⼾（※耐震改修を⾏う場合６５万円/⼾） 

５0 万円/⼾ 補助⾦限度額 

 良質な既存住宅の購⼊ 
※次の要件をすべて満たす既存住宅の購⼊が対象。 
 ・若者(40 歳未満)が、⾃ら居住する住宅として既存住宅を購⼊するものであること。 
 ・インスペクションが実施され、既存住宅売買瑕疵保険が付保されるものであること。 
 ・補正予算成⽴⽇以降に売買契約を締結し、事業者登録⽇以降に、既存住宅の引渡を受けるものであること。 

   

① インスペクション  
依頼主に費⽤負担が⽣じるもの（⾃⾝が⾏うものは対象外） 

② エコリフォーム   
住宅のエコリフォーム①〜③の対象⼯事に定める⼯事等 

    ※ただし、リフォームの補助額の合計額が５万円以上であるもの 

１.インスペクション ５万円/⼾ 
２.エコリフォーム エコリフォームに対する補助額に定める額 
                 

補助額 

⾦額は全て補助額です。 

（補助⾦の申請受付は６⽉３０⽇で終了しました。） 
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